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宮古島の農業について
宮古島の令和５年の耕地面積は10,500haとなって
おり、沖縄県36,100haの約３割となる等、県内で
最も多くの耕地面積を有しています。

また、全国の耕地面積4,298,020haと比較すると
約0.2％、全国市町村1,719市町村の中では、67番
目の耕地面積となっています。※全国市町村平均
耕地面積：2,500ha。

宮古島の総面積は20,427haとなっており、総面積
の約51.4％が耕地面積となっています。

このことから、農地の基盤整備をはじめ、各種施
設（ハウス）の導入、地下ダムの完成など、農業
の生産基盤が進められており、基幹作物であるさ
とうきびを中心に、野菜・果樹・葉たばこ等の生
産が多様に展開されています。
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令和５年耕地面積：宮古島の耕地面積10,500ha

耕地面積（ha） 宮古島 沖縄県 全国

10,500 36,100 4,298,020
宮古島との割合 29.1% 0.2%

メモ_耕地面積：農作物の栽培を目的とする土地

県内耕地面積ランキング

市町村名 耕地面積ha

１位 宮古島市 10,500

２位 石垣市 5,320

３位 竹富町 1,840

４位 南大東村 1,830

５位 久米島町 1,740



宮古島の農業について
「葉たばこ」「かぼちゃ」「とうがん」「ゴーヤー」「いんげん」「マンゴー」
「メロン」等、数多くの農産物が生産されていますが、その中でも一番の栽培、

生産量となっているのが「さとうきび」となっています。
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作物別収穫面積及び生産量

区分

さとうきび 葉たばこ 野菜 いも類 果樹

収穫面積
ha 生産量t 収穫面積

ha 生産量t 収穫面積
ha 生産量t 収穫面積

ha 生産量t 収穫面積
ha 生産量t

令和１年 5,401 265,594 491 1,059 － 4,756 14 162 77 674

令和２年 5,181 353,515 455 983 － 4,398 18 138 75 661

令和３年 5,927 363,006 429 1,007 － 4,786 6 83 82 822

令和４年 5,975 331,620 288 393 － 4,131 10 67 79 624

農業産出額（宮古島） 単位：百万円

年次 さとうきび 葉たばこ 野菜 いも類 果実

令和１年 5,969 2,148 1,880 80 780

令和２年 7,841 2,054 1,520 70 800

令和３年 8,976 1,958 1,400 70 740



さとうきびの生産実績について
宮古島のさとうきびは、沖縄県で生産され
る約４割の生産量を誇る一大産地となって
おり、日本全体においても生産量は１位と
なる等、宮古島の農業の重要な作物です。

近年は、生産農家は減少傾向となっていま
すが、収穫面積は増加傾向となっています。

※R5宮古島の世帯数は30,182世帯。約７世
帯の内１世帯はさとうきび農家。

さとうきびは、台風や干ばつなどの厳しい
自然環境にある鹿児島県南西諸島及び沖縄
県においては、欠かすことのできない作物
であり、宮古島では農家の殆どがさとうき
びを栽培しています。

また、宮古島には、宮古製糖（株）、沖縄
製糖（株）の２社がさとうきびを原料とし
て原料糖を製造しており、雇用の確保など、
宮古島の経済に大きな役割を果たしていま
す。
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令和５年産

収穫面積 生産量
生産量と宮古
島の割合

全国 27,400 1,182,000 約25%
鹿児島 10,700 517,300 約56%
沖縄 16,700 664,400 約44%
うち宮古島 4,636 290,528
宮古島は県の４割。
沖縄県は日本1位の生産地でその中で
宮古島は県内１位！！
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さとうきび栽培における農薬の役割
さとうきび栽培では、栽
培環境を整える目的とし
て、雑草防除と害虫防除
が重要な役割を担います。
雑草や害虫の存在は、さ
とうきび生育を阻害する
影響があるため、対策と
して農薬の散布が有効と
なっています。

病害虫の防除として使用
する農薬については種類
があり、病害虫の発生時
に散布することが推奨さ
れています。

右は栽培暦となり、適正
な栽培に繋げるため、時
期に応じて害虫防除の推
奨が行われています。
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さとうきび栽培の天敵となる病害虫
さとうきびを栽培する際には、生育を阻害する
病害虫があり、前述のとおり、農薬の活用は有
効となります。

さとうきび生産農家は、病害虫が発生し対応が
遅れると大きな減産（生産量が減る）となるこ
とから、害虫が発生する時期において、農薬に
定められた使用量を遵守の上、害虫防除作業
（農薬散布）を実施しています。

害虫名 生育阻害の内容

ハリガネムシ
幼虫はさとうきびの地下芽を好んで食害するため、植え付けた苗の不発芽、
欠（株）等の大きな要因となる。

イネヨトウ 幼虫が集団で茎内部に食入し芯枯れを起こす。

アオドウガネ
幼虫は、地表面から10～30cmの深さに生息し、地下部の茎、芽、根を食害
する。

※一部のみ抜粋記載

イネヨトウの食害による芯枯れの被害

イネヨトウの幼虫
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農薬取締法等について
生産農家が農薬を使用するにあたっては、国が定める農薬取締法を遵守する必要があります。

第25条（農薬の使用の規制）

農林水産大臣及び環境大臣は、農薬の安全かつ適正な使用を確保するため、農林水
産省令・環境省令で、（中略）農薬を使用する者が遵守すべき基準を定めなければな
らない。

農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令

２ 略

３ 農薬使用者は、第１項の基準（前項の規定により当該基準が変更された場合に

は、その変更後の基準）に違反して、農薬を使用してはならない。
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農薬取締法等について
農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令

「遵守義務」

第２条 農薬使用者は、食用及び飼料の用に供される農作
物等に農薬を使用するときは、次に掲げる基準を遵守しな
ければならない。

１ 適用農作物への使用

２ 使用量又は濃度の範囲内

３ 使用時期

４ 総使用回数の範囲内

作物名 適用害虫名 使用量 使用時期 使用回数 使用方法

さとうきび

ハリガネムシ類 6～9kg/10a 植付時/培
土時

1回 土壌混和メイチュウ類 4～6kg/10a 植付時

アオドウガネ 6～9kg/10a 植付時/培
土時

農薬を使用する生産農家は、農
薬取締法や省令に基づき、使用
する農薬のラベルに記載する使
用量を遵守して使用しています。

右は農薬を省令の遵守義務と
なっており、農薬登録ラベルの
一例を示しています。

農薬登録ラベルの例
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農薬の適正使用に向けた取り組み
生産農家に対する農薬の適正使用について、沖縄県
やJA、関係機関と連携し、農薬の適正量、適正使用
について、生産農家の皆さんに周知活動を行ってい
ます。

令和６年度においては、さとうきび生産農家の皆さ
んが集まる機会（要件審査）を活用して、全生産農
家へパンフレットを配布しています。

近年は、農薬をはじめ、肥料、ガソリン価格の高騰
など、さとうきびを栽培する生産コストは上昇して
います。また、市が実施する補助事業において、
10aあたりの農薬の使用量を削減した為（購入制限
を3袋→２袋に減）、農薬の販売量は減少していま
す。

生産農家の皆さんは、近年の生産コストの上昇等を
踏まえ、農薬の販売数が減少していることからも、
経費削減、経営管理の観点から、これまで以上に農
薬の適正使用の意識向上に繋がっているものと考え
られます。
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農薬A 農薬B 農薬C

2,021 24,255 24,600 10,943
2,022 69,676 2,434 2,608
2,023 49,598 45,634 36,101
2,024 29,372 1,045 2,278

24,255 24,600 
10,943 

69,676 

2,434 2,608 

49,598 45,634 
36,101 

29,372 

1,045 2,278 
0

10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000

農薬販売実績（さとうきびに主に使用される農薬）

2,021 2,022 2,023 2,024



国が掲げるみどりの食料システム戦略
国においては、食料生産に関
する方針となる「みどりの食
料システム戦略」を令和３年
に策定しました。

本戦略は、調達から生産、加
工、流通、消費に居たるまで
の食料システムを持続可能な
ものとするため、2050年まで
の中長期的な観点で、環境負
荷の低減を図りながら、食
料・農林水産業の生産力向上
と持続性の両立を目指す戦略
となっています。

11



国が掲げるみどりの食料システム戦略
みどりの食料システム戦略では、2050年までに目指す姿と目標が示され
ています。

2050年までに．．．．

１ 農林水産業のCO2ゼロエミッション化

※二酸化炭素排出量実質ゼロにすること

２ 化学農薬の使用量50％低減

３ 化学肥料の使用量30％低減

４ 耕地面積に占める有機農業の取組面積の割合を25％に拡大

等々
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宮古島市の取り組みと今後の方向性
国が策定するみどりの食料システム戦略を踏まえ、国と連動した取り組みとして、
宮古島市では化学農薬の低減を進めることにしており、従来実施している「さとう
きび病害虫防除用農薬購入補助事業」において、補助率を30％→25％へ縮減。

また、プリンスベイト剤については、10aあたりの使用量を３袋→２袋に縮減し補
助事業を実施しています。

化学肥料の低減についても、有機質肥料の活用を促進するため、令和７年度におい
ては購入補助を30％→40％に拡充するとともに、さとうきびの収穫作業、原料糖の
製造作業から生じる「バガス」や「トラッシュ」を活用し、堆肥化を行う事業を進
めています。

今後の宮古島市の取り組みとしては、みどりの食料システム戦略にて2050年までに
新たな新規農薬の開発を行う方針を示していることも踏まえ、環境に配慮しながら
持続可能な農業を推進するため、引き続き生産農家への農薬の適正な使用に向けた
周知活動や現行の農薬購入の支援制度の縮減を図りながら、宮古島市により即した
支援制度を構築していきたいと考えています。
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～ご清聴ありがとうございました。～


